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神戸市長選挙等に係る広報啓発事業の企画・運営業務委託 

実施要領（公募型プロポーザル） 

 

１．案件名称 

神戸市長選挙等に係る広報啓発事業の企画・運営業務 

 

２．業務内容に関する事項 

（１）事業目的と概要 

別紙「神戸市長選挙等に係る広報啓発事業の企画・運営業務委託仕様書」 

（以下「仕様書」という。）のとおり 

（２）業務内容 

別紙「仕様書」のとおり 

（３）事業規模（契約上限額） 

金35,000,000円（消費税及び地方消費税を含む。） 

（４）契約期間 

契約締結日から令和７年１１月１９日（水） 

（５）履行場所 

神戸市内において神戸市選挙管理委員会（以下「神戸市」という。）が指定す

る場所 

（６）費用負担 

受注者が業務を遂行するにあたり必要となる経費は、契約金額に含まれるもの

とし、神戸市は、契約金額以外の費用を負担しない。 

 

３．契約に関する事項 

（１）契約の方法 

神戸市契約規則の規定に基づき、委託契約を締結する。契約内容は神戸市と協

議のうえ、仕様書及び企画提案書に基づき決定する。 

なお、契約の締結に際し、万一、応募書類の記載内容に虚偽の内容があった場

合は、契約を締結しないことがある。 

（２）委託料の支払い 

業務完了後、神戸市の検査を経て、受注者の請求に基づき支払うこととする。 

（３）契約書案 

別紙（頭書及び委託契約約款）参照 

（４）その他 

契約締結後、当該契約の履行期間中に受注者が「神戸市契約事務等からの暴力

団等の排除に関する要綱」（平成22年5月26日市長決定）に基づく除外措置を受け

たときは、契約の解除を行う。 
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４．応募並びに受託者資格要件 

次に掲げる条件のすべてに該当すること。また受託者は契約締結日において、次の

各号に掲げる要件を満たしていなければならない。 

（１）令和６・７年度 神戸市物品等入札参加資格を有すること。当該資格を有しない

場合は、法人登記簿謄本(又は登記事項全部証明書)及び納税証明書（国税及び地

方税）を併せて提出すること。 

（２）「神戸市指名停止基準要綱」（平成6年6月15日市長決定）による指名停止を受

けていないこと。 

（３）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しないもの

であること。  

（４）神戸市内に本店又は支店・営業所を有すること。 

（５）神戸市における請負及び委託契約の業務について、契約違反など履行状況が不

良との評価を受けていないこと。 

（６）銀行取引停止処分を受けていないこと。 

（７）会社更生法（平成14年法律第154号）又は民事再生法（平成11年法律第225号）

に基づく更生手続き又は再生手続きを行っている者でないこと。 

（８）代表者及び役員に破産者及び禁錮以上の刑に処されている者がいないこと。 

（９）事業者及びその代表者が直近１年間の法人税、市町村民税等を滞納していない

こと。 

（10）暴力団員が役員として経営に関与（実質的に関与している場合も含む）してい

ないこと等「神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱第５条」に該

当しないこと。 

（11）本業務の遂行にあたり、連絡、調整、打ち合わせ等に際し迅速に対応できる体

制を有していること。 

（12）共同企業体による受託も可能とする。その場合は、代表者及び構成員が上記（１）

から（11）を全て満たすこと。また、共同企業体の結成方法は、２者又は３者に

よる自主結成とし、神戸市に対して「共同企業体 認定申請書兼協定書」（別紙様

式５）を提出すること。なお、神戸市との連絡調整は代表者が行い、委託契約に

係る事務処理についても代表者が自己の名義をもって行うこととする。 

 

５．実施スケジュール 

（１）公募開始           令和７年４月30日（水） 

（２）参加申請関係書類の提出期限  令和７年５月21日（水） 

（３）参加資格決定通知       令和７年５月28日（水） 

（４）質問受付締切         令和７年５月28日（水） 

（５）質問に対する回答       令和７年５月30日（金） 

（６）企画提案書の提出期限     令和７年６月13日（金） 

（７）選定委員会          令和７年６月下旬（予定） 

（８）選定結果通知         令和７年６月下旬（予定） 
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（９）契約締結・事業開始      令和７年６月下旬（予定） 

（10）事業完了           令和７年11月19日（水） 

 

６．実施要領の配布 

（１）配布期間 令和７年４月30日（水）～５月21日（水）  

（２）配布方法 本要領14に規定する担当部署にて配布（土曜、日曜、祝日を除く、

午前９時～正午及び午後１時～午後５時まで）。神戸市ホームペー

ジからもダウンロード可能。 

 

７．参加申請手続き及び参加資格決定通知 

（１）申込期間 令和７年５月７日（水）～５月21日（水）午後５時まで 

（２）提出場所 本要領14に規定する担当部署（土曜、日曜、祝日を除く、午前９時

～正午及び午後１時～午後５時） 

※ 事前に電話連絡の上、お越しください。 

（３）提出書類・提出部数 

以下に掲げる書類を「各１部」 

①「神戸市長選挙等に係る広報啓発事業の企画・運営業務」応募申請書 

（別紙様式第１号） 

②令和６・７年度神戸市物品等入札参加資格を有することを証明する書類 

（資格を取得済みの者に限る。) 

③法人登記簿謄本（提出日前３ヶ月に発行された正本） 

※上記②がある場合は不要 

④代表者印鑑登録証明書（提出日前３ヶ月以内に発行された正本） 

⑤委任状（代表者以外の者が申請する場合のみ。） 

⑥定款、寄付行為、規約又はこれらに類する書類 

⑦事業経歴書及び業績報告書（直近事業年度までの経歴・沿革・業績を記載） 

※任意様式（決算報告書、会社概要、パンフレット等で可） 

⑧法人税、消費税及び地方消費税、県税、市町村税の各納税証明書 

（直近１年分） 

※滞納がないことが証明できる納税証明書によること 

※上記②がある場合は不要 

⑨神戸市税に関する誓約書兼調査に関する承諾書（別紙様式第４号） 

⑩共同企業体認定申請書兼協定書（別紙様式第５号） 

※共同企業体による応募者のみ 

※共同企業体で応募登録を行う場合は、全ての構成員について、上記の 

②～④及び⑥～⑨を提出すること。 

（４）提出方法 

令和７年５月21日（水）午後５時までに上記提出場所に持参すること（土曜、

日曜、祝日を除く、午前９時～正午及び午後１時～午後５時）。 
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（５）審査結果の通知 

プロポーザル参加資格は提出された書類により審査し、その結果は審査終了次

第、随時通知し、令和７年５月28日（水）までに通知する。  

（６）参加資格の取消し 

プロポーザル参加資格の確認結果の通知後、プロポーザル参加資格を有するこ

との確認を受けた者（以下「応募登録者」という。）が、次のいずれかに該当す

るときは、プロポーザルに参加できない。 

①本要領４に定める応募並びに受託者資格要件を満たさなくなったとき。 

②本要領７（３）に定める提出書類に虚偽の記載があったとき。 

 

８．実施要領等に関する質問及び回答方法 

（１）提出期間 ： 令和７年５月７日（水）～５月28日（水）午後５時まで 

（２）提出方法 ： 質問事項を記入し，本要領14に規定する担当部署あてに電子メー

ルで送付すること。件名は「神戸市長選挙等に係る広報啓発事業

の企画・運営業務についての質問」とする。また、必ず到着確認

の電話連絡を行うこと。 

※なお、電子メール以外での質問は受け付けない。 

（３）回答方法 ： 質問に対する回答は、応募者間の公平性を確保するために、原則

全ての質問事項について、令和７年５月30日（金）までに、応募

登録者全員に対し、質問事項及び回答を電子メールにて送信する。

また、質問した事業者名は公表しない。なお、たんなる事実関係

の確認などに関する質問は、この限りではない。 

（４）そ の 他 ： 神戸市からの回答は、本要領並びに仕様書等を補足する効力を持 

つ。 

 

９．企画提案書・見積書の提出 

（１）提出期限 令和７年６月13日（金）午後５時まで 

（２）提出場所 本要領14に規定する担当部署（土曜、日曜、祝日を除く、午前９時

～正午及び午後１時～午後５時） 

※ 事前に電話連絡の上、お越しください。 

（３）提出書類等 

企画提案書正本１部、副本９部及び電子データ（PDFファイル） 

※なお、副本については、事業者名やロゴマーク等、事業者を特定できる情報

を一切記載しないこと。 

（ア）様式 

・任意様式とするが、企画書の表紙については別紙様式第２号を使用すること。 

・用紙のサイズは、Ａ４サイズとし、提案内容を30ページ以内（表紙・目次を除 

く。両面の使用可。添付資料を含む。）にまとめること。また、表紙及び目次 

を付けて、各ページの下部にページ番号を付すこと。 
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（イ）記載事項 次に掲げる事項はすべて記載すること。 

a）企業（団体）の概要（別紙様式第３号） 

b）類似業務実績 

c）本業務に対する取り組みや実施方針、コンセプト 

・基本的な考え方・業務への理解、本業務における提案者のノウハウ、 

実施方法、手法など。 

・出演者に関する事項（選定理由、プロフィール等）※提案する場合 

d）仕様書に基づく業務実施に係る提案内容 

・ポスター原案、動画広告の絵コンテなども含む 

e）業務の実施体制 

※共同企業体で応募の場合は、各構成員の役割分担を明確に記載すること 

f）業務工程表 

・内容を別冊で10ページ以内（表紙・目次を除く。両面の使用可） 

・可能な範囲でスケジュールを見える化してください。 

g）上記以外に当該業務に係る提案の独自性や事業効果を高めるための工夫等 

（ウ）その他  企画提案書の提出は１応募登録者につき１提案とする。 

（４）見積書１部 

（ア）様式は問わない。ただし、Ａ４サイズ片面とし、事業者の名称と「見積書在

中」と記載した封筒に入れて封緘すること。 

（イ）記載事項 次に掲げる事項をすべて記載すること。 

a)見積年月日、見積書の有効期限（令和７年６月13日以降の日付とすること。）、

事業者の名称、所在地、代表者の氏名及び連絡先（担当者の氏名及び電話番

号）を記入し、代表者の印を押すこと。 

b)業務ごとの費用の内訳額、及び総額、全ての業務の費用の総額、消費税及び

地方消費税額、消費税及び地方消費税を含めた総額。なお、費用総額は、２

（３）の契約上限額までとする。 

（５）提出方法 

令和７年６月13日（金）午後５時までに上記提出場所に持参すること（土曜、

日曜、祝日を除く、午前９時～正午及び午後１時～午後５時）。 

 

10．受託候補者の選考方法 

（１）選定委員会の実施 

① 神戸市選挙管理委員会委員等で構成する受託者選定に係る選定委員会におい 

て、企画提案書等を審査し、受託候補者を選考する。 

② 審査に当たっては、応募登録者による提案内容説明会（プレゼンテーション）

を実施する。 

③ 提案内容説明会（プレゼンテーション）の日程、場所その他詳細については、

改めて応募登録者に通知する。 

※注意事項 
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・提案者が多数の場合は、事前に書面審査を行い、優れた提案者を５者程度に

選定したうえでプレゼンテーションを実施するものとする。 

・書面審査実施の有無及び書面審査結果については、提案したすべての者に電

子メールにて令和７年６月20日（金）までに電子メールにて連絡する。 

 

（２）審査及び審査基準について 

・審査は、添付の「審査要領」に基づき、評価項目ごと数値化して採点し、次の各

要件のいずれにも該当する応募登録者のうち、採点結果の評価点が最も高いもの

を受託候補者とする。 

① 見積金額が、本要領２（３）に定める契約金額の上限の範囲内の者 

② 提示された見積金額が著しく低額な場合に実施する神戸市の調査の結果、

履行に支障がないと認められた者  

・最高得点者が複数ある場合は、そのうち見積金額が最も低い者を受託候補者とす

る。 

・評価点の５割を最低基準とし、最高得点者が最低基準を下回る場合は、受託候補

者として選定しない。 

・提案者が１者であっても本プロポーザルは成立するものとするが、審査の結果、

最低基準を下回る場合は、受託候補者として選定しない。 

・見積金額が本要領２（３）に定める契約金額の上限を超過している場合、失格と

する。 

 

（３）審査結果の通知 

選考結果については、プロポーザル参加者全員に令和７年６月下旬（予定）に通

知する。参加者からの選考結果に係る問合せは６月下旬（予定）以降とし、神戸市

は、順位と点数についてのみ回答する。 

 

11．失格事項 

次のいずれかに該当する応募は無効とする。 

（１）見積書及び企画提案書等の必要書類が所定の日時を過ぎて到着したとき。 

（２）見積書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。 

（３）見積書に記名及び押印がないとき。 

（４）２通以上の見積書を提出したとき。 

（５）代理人による応募登録の場合において、委任状を提出しないとき。 

（６）プロポーザル参加者及びその代理人が他のプロポーザル参加者の代理人となり、

又は数人共同してプロポーザルに参加したとき。 

（７）プロポーザル参加資格がない者が参加したとき。 

（８）鉛筆、シャープペンシル、消せるボールペンその他訂正の容易な筆記具により

見積書に記入したとき。 

（９）見積書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。 
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（10）選定委員に対し、直接・間接を問わず、故意に接触を求めたとき。 

（11）前各号に掲げるもののほか、選定結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為を行

ったとき。 

 

12．契約の締結 

（１）審査の結果、選定された受託候補者と委託契約締結に向けた詳細な仕様につい

て協議・調整を行った上で、速やかに委託契約を締結する。 

（２）受託候補者が辞退したり、資格を喪失したりしたときは、次点の応募登録者を

受託候補者とする。 

（３）契約の締結にあたっては契約書の作成を要し、その契約書は神戸市委託契約約

款により作成する。 

（４）支払条件について、履行確認の検査終了後、委託料の支払を行う。 

 

13．その他 

（１）企画提案書の提出期限までの間に、神戸市長選挙の執行に係る情勢の変化があ

った場合などは、仕様書を変更する可能性があるため、留意すること。 

（２）神戸市長選挙と同日もしくはその前後に他の選挙が執行されることになった場

合など、市長選挙と併せて当該他の選挙を啓発することが、有権者に対して投票

参加を呼びかけるにあたり効果的であると神戸市が判断する場合、受託者はデザ

イン・内容などの変更の協議に応じ、またはその指示に従うこと。 

（３）企画提案書の作成に要する費用は参加者の負担とし、不採用になった場合でも、

このプロポーザルに参加するための経費は一切負担しない。 

（４）提出された企画提案書は、審査・業者選定の用以外に応募者に無断で使用しな

い（神戸市情報公開条例に基づく公開を除く）。 

（５）企画提案書は、神戸市情報公開条例に基づく公開請求があった場合は、受託候

補者に選定されたかどうかに関わらず、同条例第10条各号に該当する情報を除い

て、公開の対象となる。 

（６）すべての企画提案書は返却しない。 

（７）著作権は全て神戸市に帰属する。 

（８）詳細な事業内容及び実施方法については、正式な契約締結後、神戸市と協議の

上、決定するものとする。  

（９）上記に記載のない事項については、神戸市と協議の上、決定する。 

 

14．当該プロポーザル担当部署の名称及び所在地（問合せ先） 

 〒650-8570 神戸市中央区加納町６－５－１ 神戸市役所１号館23階 

 神戸市選挙管理委員会事務局 坂本（秀）・坂本（嘉） 

 電 話：078-322-5815 

 メール：senkan@city.kobe.lg.jp 

 


